
 居宅介護支援重要事項説明書 

《令和 6 年 4 月１日現在》 

１． 事業目的 

合同会社ジャストライトか解説する介護相談支援センターケア・ラボ別府（以下「事

業所」という。）が行う指定居宅介護支援の事業（以下「事業」という。）は、高齢者

が要介護状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能

力に応じ自立した日常生活を営むことができるように、事業所の介護支援専門員又は

その他の従業者（以下「介護支援専門員等」という。）が、要介護状態にある高齢者に

対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。 

 

2． 事業所の運営方針 

①事業所の介護支援専門員は、要介護者等からの相談に応じ、要介護者等及びその家

族の意思を尊重した上で、心身の特性を踏まえ自立した日常生活を営むことができ

る居宅サービス、あるいは必要に応じ施設サービス等が、総合的且つ効率的に提供

されるよう関係市町村、居宅介護サービス事業者、施設等との連絡調整を行います。 

②指定居宅介護支援の提供に当っては利用者の意向及び人格を尊重し、常に利用者の立

場に立って利用者に提供される指定居宅介護サービスが、特定の種類又は特定の居宅

介護サービス事業所に不当に偏ることのないように公平中立に行います。 

③事業の実施に当っては、関係市町村、地域の保険・医療・福祉サービス及びインフ

ォーマルなサービス機関、団体等とも有機的な連携を図り、総合的な居宅介護支援

の提供に努めます。 

④利用者やその家族が、複数の事業所の紹介を求める事が可能である事や、当該事業所

をケアプランに位置付けた理由を求める事が可能です。 

⑤居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、用具

のサービス事業者又は指定地域着サービス事業者によって提供されたサービ

スを占める割合（上位３位まで）等について十分説明を行い署名／捺印を頂き

書面を交付します。 

   

３. 支援事業者（法人）の概要 

 

法 人 名 合同会社 ジャストライト 

代 表 者 氏 名 代表社員 大島 伸城 

法 人 所 在 地 大分県中津市大字今津 620-1 

  連絡先：ＴＥＬ 0979-64-9203    

   ＦＡＸ  0979-64-9197 

設立年月日   令和 2 年 1 月 27 日 

４．事業所の概要 

(1) 名称等 

事 業 所 の 名 称 介護相談支援センター ケア・ラボ別府 

所 在 地 大分県別府市天満町 2-16ＹＵＡＩビル 401 号 

管 理 者 の 氏 名  松永 朋子 

電 話 番 号 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号 

0977-76-5554 

0977-76-5575 

事業者指定番号 4470203797 

通常のサービス 

提 供 地 域 
大分県別府市、宇佐市、日出町 
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(2)営業日及び営業時間 

営 業 日 

月～土 

 

（但し、12 月 30 日～1 月 3 日までを除く） 

 

営 業 時 間 
午前 8 時 30 分から午後 5 時 30 分まで           

（電話等により２４時間常時連絡が可能） 

 

(3)職員体制    

  職種 常勤専従 常勤兼務 計 備考 

管理者 ０名 1 名  1 名 介護支援専門員兼務 

主任介護支援専門員 ０名 １名 １名 管理者と兼務 

介護支援専門員 ０名 ０名 ０名  

 

５.居宅介護支援の申し込みからサービス提供までの流れと主な内容 

 

 利用者の同意を得た上で居宅サービス計画作成の支援を行います。また、居宅におい 

 て適正なサービス確保が確保されるように、サービス提供事業者と連絡調整を行う 

 など、その他必要な便宜を図ります。 

 

 申請 ⇒ 認定調査・主治医意見書 ⇒ 認定審査判定 ⇒ 介護認定 

⇒ 重要事項説明 ⇒ ご契約 ⇒ 課題の把握 ⇒サービス計画の作成  

 ⇒ サービスの利用開始 

 ★居宅介護支援の提供の開始に当たり、病院や診療所に入院する際は担当介護支援専門 

  員の氏名等を入院先医療機関に提供するようにお願い致します。 

 

6 指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額 

指定居宅介護支援の提供方法及び内容は次のとおりとし、指定居宅介護支援を提供した

場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、法定代理受領サービ

スであるときは、利用者からは利用料を徴収しないものとする。  

（１）利用者の相談を受ける場所事業所内及び利用者宅その他必要と認められる場所  

（２） 使用する課題分析票の種類  全国版 

（３） サービス担当者会議の開催場所 第３条に規定する事業所内  

（４） 介護支援専門員の居宅訪問頻度最低月 1 回 以上 

（５） モニタリングの結果記録１ヶ月 1 回  

 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援に要した交通費は、その実費

を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、通常の事業の実施地域を越えてか

ら、おおむね片道１ｋｍごとに 30 円を徴収する。  

３ 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明

をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名（記名押印）を受けることとする。  

 

７.利用料 

要介護又は要支援認定を受けられた方は、介護保険から全額給付されるので自己負担は  

ありません。 

ただし、利用者の介護保険料の滞納等により、保険給付金が直接事業者に支払われない 

場合は、１ｹ月につき、居宅介護支援費として厚生労働大臣の定めるところによる金額を 

当事業所に支払い、サービス提供証明書の発行を受けます。このサービス提供証明書を 

後日、市町村の介護保険担当課に提出しますと、全額払い戻しを受けることが出来ます。 
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① 居宅介護支援費（Ⅰ）要介護 1・2 1076 単位/月 要介護 3・4・5 1398 単位/月 

② 特定事業所加算（Ⅰ）           505 単位/月 

特定事業所加算（Ⅱ）           407 単位/月 

特定事業所加算（Ⅲ）           309 単位/月 

特定事業所加算（Ａ）                      100 単位/月 

特定事業所医療介護連携加算         125 単位/月 

③ 入院時情報連携加算（Ⅰ）         200 単位/月 

入院時情報提供加算（Ⅱ）         100 単位/月 

退院・退所加算（Ⅰ）イ          450 単位/月 

退院・退所加算（Ⅰ）ロ          600 単位/月 

退院・退所加算（Ⅱ）イ          600 単位/月 

退院・退所加算（Ⅱ）ロ          750 単位/月 

退院・退所加算（Ⅲ）           900 単位/月 

緊急時等居宅カンファレンス加算      200 単位/回 

ターミナルケアマネジメント加算      400 単位/回 

通院時情報連携加算             50 単位/月 

④ 初回加算                 300 単位/月 

 

８.虐待防止 

  

虐待防止に関する責任者 管理者 松永 朋子 

   

 事業者は、虐待防止に関する責任者の設置、従業者に対する虐待防止啓発のための研 

修の実施、成年後見制度を活用した権利擁護、苦情解決体制の整備、市町村における虐

待防止に関する相談窓口の周知等、虐待防止のための措置を行います。また、サービス

提供中に、当該事業所従業者又は養護者（現に養護している家族・親族・同居人等）に

よる虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報し

ます。 

 

8.秘密保持 

 ①事業所の従業者は、サービスを提供する上で知りえた利用者及びその家族に関する 

  秘密を正当なく第三者には洩らしません。この守秘義務は解約後も同様です。 

 ②事業所の重要事項説明書の同意をもって、以下に挙げる理由に限り、利用者及びそ

の家族に関する情報を提供します。 

 ・サービス事業所および主治医との連絡調整 

  （居宅サービス計画作成・介護支援・モニタリング・評価） 

 ・居宅サービス計画に関するサービス担当者会議 

 ・居宅介護支援介護給付費請求および審査支払機関への照会、照会への返答 

・保険者への報告義務のある事項の報告・照会、照会への返答 

 

９.個人情報の保護 

当事業所は、個人の権利・利益を保護するために、個人情報を適切に管理することを

社会的責務として考えます。 

個人情報保護に関する方針を以下のとおり定め、職員及び関係者に周知徹底を図り、

これまで以上に個人情報の保護に努めます。 

 ①個人情報の収集・利用・提供 

  個人情報を保護・管理する体制を確立し、適切な個人情報の収集、利用及び提供に

関する内部規則を定め、これを遵守します。 

 ②個人情報の安全対策 

  個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏洩などに関する

万全の予防措置を講じます。万一の問題発生時には速やかな是正対策を実施します。   
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③個人情報の確認・訂正・利用停止 

  当該本人（利用者）などからの内容の確認・訂正あるいは利用停止を求められた場

合には、別に定める内部規定により、調査の上適切に適応します。 

 ④個人情報に関する法令・規範の遵守 

  個人情報に関する法令及びその他の規範を遵守します。 

 ⑤教育及び継続的改善 

  個人情報保護体制を適切に維持するため、職員の教育・研修を徹底し、内部規則を

継続的に見直し、改善します。 

 ⑥居宅サービス計画に対する情報の提供・開示 

  居宅サービス計画の提供・開示に関しては、別に定めます。 

 

  問合わせ窓口 

  個人情報に関しては、管理者又は担当介護支援専門員へお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

１０.事故発生時の対応 

 

 当事業所は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合には、速やか

に対応します。また、サービスの提供に伴って、事業者の責めに帰すべき事由により利

用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合には、その損害を賠償します。 

 

１１.サービス内容に関する相談・苦情 

  

 事業所の居宅介護支援に関する相談・苦情及び居宅サービス計画に基づいて提供してい

る各サービスについてのご相談・苦情は当事業所、各市町村及び各県国民健康保険団体連

合会で承っています。 

 

当事業所が提供するサービス及び個人情報・苦情・虐待についての相談窓口 

電  話 
070-1348-1286 

(午前 8 時 30 分から午後 5 時 30 まで) 

管 理 者 松永 朋子 

担当介護支援専門員  

 

別府市 0977-21-1111 宇佐市 0978-27-8149 

日出町 0977-73-3111   

大分県国民健康保険団体連合会 ０９７－５３４－８４７０ 

福岡県国民健康保険団体連合会 ０９２－６４２－７８００ 
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当事業者は、居宅介護支援の提供開始に当り、利用者に対して本書面に基づいて重要な事

項を説明いたしました。「医療機関入院の際の担当介護支援専門員の氏名等の提供」につい

ても前記の重要事項説明書に基づき説明を行いました。 

 

 

令和   年   月   日 

【事業者】 

 

＜事業者名＞  合同会社ジャストライト 

 

＜所在地＞   大分県中津市大字今津 620-1 

 

＜代表者＞   大島 伸城   

 

＜事業所名＞  介護相談支援センターケア・ラボ別府 

 

＜事業所所在地＞ 大分県別府市天満町 2-16ＹＵＡＩビル 401 号 

 

＜説明者＞                 印 

 

 

 

 

 

私は、本書面に基づいて、当事業者から居宅介護支援についての重要事項の説明を受け、

サービス計画の提供開始に同意しました。 

 

 

令和   年   月   日 

 

【利用者】 

  

 

＜住所＞                    

 

 

＜氏名＞                  印 

 

＜代筆者＞                 印 （続柄） 

 

 

【利用者家族又は代理人】 

 

＜住所＞                    

＜氏名＞                  印 
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